
第９号諮問に係る第２回

世田谷区清掃・リサイクル審議会

令和５年１２月２６日（火）

資料３
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審議スケジュール
（第８～９期：約２年半を予定）

第１回 清掃関連施設見学（可燃・不燃・資源・普及啓発）

第2回 清掃・リサイクル行政が抱える現状と課題について

（以下、予定）

第3回～第7回 デジタル技術等を活用した新たなごみ減量施策等について

・行政・住民・事業者の視点から

・普及啓発の手法、収集事業の安定化の取組 ほか

第8回～第11回 経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

・行政・住民・事業者の視点から

・有料化の事例紹介、導入の可能性 ほか

第12回 答申（素案）のまとめ

第13回 答申（案）のまとめ

今回☞

テーマ

『資源循環型社会の実現に向け区民・事業者の行動変容を促し、

更なるごみ減量・リサイクルを推進する新たな施策について』
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１ 国や都の現状と課題 （３０分）

２ 世田谷区の現状と課題 （４０分）

３ 質疑応答＆意見交換 （３０分）

本日の流れ

第２回 清掃・リサイクル行政が
抱える現状と課題について
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第２回 清掃・リサイクル行政が
抱える現状と課題について

１ 国や都の現状と課題

（１）国の動き
①循環型社会の形成
②循環経済への移行

（２）東京都の動き
①ゼロエミッション東京戦略
②最終処分場の延命化

（３）東京二十三区清掃一部事務組合
①東京２3区のごみ量の推移
②清掃一組の役割
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（１）国の動き
①循環型社会の形成
②循環経済への移行
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出典：環境省HP「第四次循環型社会形成推進基本計画と循環経済工程表の概要」

循環型社会を
形成するための

法体系
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循環型社会を
形成するための

法体系
〜個別物品の特性

に応じた規制〜

出典：環境省HP「第四次循環型社会形成推進基本計画と循環経済工程表の概要」 7



循環型社会形成
推進基本法

廃棄物発生量の増加
リサイクルの一層の推進の要請
廃棄物処理施設の立地の困難性
不法投棄の増大

↓
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の
経済社会から脱却し、環境への負荷の少ない
「循環型社会」の形成が急務

↓
平成１２年６月公布・施行

「循環型社会形成推進法」法整備の経緯

8



循環型社会形成
推進基本法

１．形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示
「循環型社会」とは、[1]廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源の
循環的な利用及び [3]適正な処分が確保されることによって、
天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。

２．法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、
廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、
その循環的な利用を促進。

３．処理の「優先順位」を初めて法定化
[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分
との優先順位。

法の内容

出典：環境省HP「循環型社会形成推進基本法の概要」より抜粋 9



循環型社会形成
推進基本法

４．国、地⽅公共団体、事業者及び国⺠の役割分担を明確化
循環型社会の形成に向け、国、地⽅公共団体、事業者及び国⺠が全体
で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。
特に、[1]事業者・国⺠の「排出者責任」を明確化

[2]「拡大生産者責任」の一般原則を確立

５．政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は
「循環型社会形成推進基本計画」の５年ごとの見直し、他の計画は
循環型社会形成推進法を基本とすること等を明示

６．循環型社会の形成のための国の施策を明示
・廃棄物等の発生抑制のための措置
・「排出者責任」の徹底のための規制等の措置 など

法の内容

出典：環境省HP「循環型社会形成推進基本法の概要」より抜粋 10



ごみ(一般廃棄
物)の排出量

平成12年（2000年） 循環型社会形成推進基本法施行

出典：環境省HP「令和5年版環境・循環型社会・生物多様性白書」第2部第3章より 11



サーキュラー
エコノミー
への移行

出典：環境省HP「令和3年版環境・循環型社会・生物多様性白書」第1部第2章より 12



出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会HP「プラスチック製品
の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況（マテリアルフロー図）」

廃プラスチックの総排出量・有効利用／未利用量・有効利用率の推移

サーキュラー
エコノミー
への移行

令和３年度の廃プラスチック総排出量は、前年比２万ｔ増の８２４万ｔとなり、
このうち８７％にあたる７１７万ｔが有効利用されました。
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（２）東京都の動き
①ゼロエミッション東京戦略
②最終処分場の延命化
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出典：東京都環境局HP
「ゼロエミッション

東京戦略2020
Update & Report」

ゼロエミッション東京戦略
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出典：
東京都環境
局HP「ゼロ
エミッショ
ン東京戦略
2020Update 
& Report」
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出典：
東京都環境
局HP「ゼロ
エミッショ
ン東京戦略
2020Update 
& Report」
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出典：
東京都環境
局HP「ゼロ
エミッショ
ン東京戦略
2020Update 
& Report」
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最終処分場の延命化

出典：東京都環境局HP「よくある質問 中央防波堤埋立処分場」

R５年２月５日撮影

今後も５０年以上の埋立てが可能と推計されているが、
埋立てできる量には限りがあるため、今の処分場をできる限り⻑期に利⽤していくためには、
各自治体におけるごみ減量の取組が必要となる

出典：東京都環境局HP
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（３）東京二十三区清掃一部事務組合
①東京２３区のごみ量の推移
②清掃一組の役割
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２３区のごみ量推移

出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP
「ごみ量・ごみの中身」
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東京二十三区清掃一部事務組合

23区内の各家庭や事業所から出たごみの中間処理を行うため、
23区が共同で設立した特別地方公共団体として平成12年4月、
清掃事業の東京都から特別区への移管に伴い設立された。

業務内容は、23区の清掃工場や不燃ごみ・粗大ごみの処理施設
の管理・運営など

なお、収集・運搬は各区が実施する
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収集・運搬は各区の役割

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの中間処理、
し尿の下水道投入について、23区を構成団体
とする東京二十三区清掃一部事務組合による
共同運営を行っている。

最終処分場は東京都の役割

出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP
「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 23



収集・運搬は各区の役割

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの中間処理、
し尿の下水道投入について、23区を構成団体
とする東京二十三区清掃一部事務組合による
共同運営を行っている。

最終処分場は東京都の役割

出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP
「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 24



収集・運搬は各区の役割

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの中間処理、
し尿の下水道投入について、23区を構成団体
とする東京二十三区清掃一部事務組合による
共同運営を行っている。

最終処分場は東京都の役割

出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP
「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 25



東京二十三区清掃一部事務組合の中間処理

21か所 2か所 1か所
出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP

「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 26



東京二十三区清掃一部事務組合

21か所 2か所 1か所
出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP

「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 27



東京二十三区清掃一部事務組合

21か所 2か所 1か所
出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP

「かんたん！早わかり！ごみ処理の流れ」 28



東京２３区の清掃工場

出典：東京二十三区清掃一部事務組合HP
「清掃工場施設一覧」 29



世田谷区清掃・リサイクル部のキャラクターを紹介します！

↑

ごみ袋型宇宙人の「ヘラソ」清掃車がモチーフの
「ごみなしくん」

〜〜休憩（５分）〜〜
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世田谷区の現状と課題
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第２回 清掃・リサイクル行政が
抱える現状と課題について

２ 世田谷区の現状と課題
（１）世田谷区の概要

①区の概要
②ごみ処理やリサイクルの費⽤に掛かる経費
③世田谷区清掃・リサイクル部の組織概要

（２）一般廃棄物処理基本計画について
①そもそも「ごみ」とは・・・
②世田谷区一般廃棄物処理基本計画について
③主なごみ・資源の分別区分・収集方法
④区⺠１⼈１日あたりのごみ排出量の推移
⑤家庭・事業系ごみ組成分析調査及び計量調査

（３）資源回収や資源化の取組み
①資源回収量の推移
②資源回収、不燃ごみ・粗大ごみの資源化、リユース

の取組み
（４）ごみ減量・リサイクルの推進に向けた普及啓発

①普及啓発と発生抑制の取組み
②食品ロス削減の取組み

（５）区⺠意識調査の分析
①環境に関する区⺠意識・実態調査結果

（６）今後の課題
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(１)①世田谷区の概要

※令和5年1０月1日現在
⼈ 口：総⼈口 ９１８,５６８⼈

（男性434,689⼈、女性483,879⼈)

世 帯 数：４９６,３５２世帯（１世帯当たり約1.85⼈）

面 積：５８．０５㎢

予算規模：３,６１９億８,７００万円（令和５年度一般会計当初予算）
（1⼈あたり約394,100円）

出典：「世田谷区の⼈口と世帯数」、「世田谷区政概要2022」、
「令和5年度(2023)年度当初予算概要」 33



(１)②ごみ処理やリサイクルに掛かる経費

総額：約１１５億５,９７４万円
↓

・区⺠１人あたりの経費：年間12,593円
・ごみの処理原価：63円/kg
・資源の処理原価：46円/kg

↓
・収集車１台(積載量約1.5t)分の
ごみ処理経費：94,500円

【令和３年度実績】 資源リサイクル
18億5,363万円

出典：世田谷区HP「資源・ごみ処理経費」
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(１)③世田谷区清掃・リサイクル部の組織概要
管理課

（２２名）

事業課

（２５名）

世田谷清掃事務所

（１２３名）

玉川清掃事務所

（７５名）

砧清掃事務所

（１０７名）

※職員数はR５年４月１日時点。
管理職および清掃一組への派遣を
含む。会計年度任⽤職員および嘱
託産業医は含めない。

清掃・リサイクル審議会事務局
部の予算・決算、有料ごみ処理券、廃棄物処理手数料、清掃職員の安全衛生 など

ごみ収集作業計画、資源回収業務管理、普及啓発業務、
指導許可業務、関連計画業務 など

・家庭ごみの収集（管轄区域）
・事業系ごみの収集（少量のもの）
・ふれあい指導（分別指導）
・ごみ集積所相談
・環境学習支援
・高齢者世帯等粗大ごみ運び出し
・高齢者等訪問収集
・ごみ減量・リサイクル団体等支援
・ごみ減量推進会議

など
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(２)①そもそも「ごみ」とは…
【廃棄物】とは…

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第2条）』

出典：環境省HP「令和5年度 環境・循環型社会・生物多様性白書」 36



(２)②世田谷区一般廃棄物処理基本計画

基本理念

環境に配慮した持続可能な社会の実現

基本方針

１．区⺠・事業者主体による取組みを推進する
２．拡大生産者責任の考え方に基づく発生・排出抑制を推進する
３．環境への負荷低減などの効果と費⽤を勘案した効率的な

事業を展開する

出典：「世田谷区一般廃棄物処理基本計画(2015年度〜2024年度)」 37



出典：「世田谷区一般廃棄物処理基本計画(2015年度〜2024年度)」 38

(２)②世田谷区一般廃棄物処理基本計画



【ごみ減量目標】
※区⺠１⼈１日あたりのごみ排出量で評価
※目標値は、中間見直し後の数値

平成30年度
（実績値）

令和６年度
（最終目標）

区民１人１日あたりの

ごみ排出量（ g ） 530 482

【計画期間】
平成２７年度から令和６年度まで（１０年間）
※令和２年度に中間見直しを実施

出典：「世田谷区一般廃棄物処理基本計画中間見直し(2020年度〜2024年度) 」 39

(２)②世田谷区一般廃棄物処理基本計画



出典：「世田谷区一般廃棄物処理基本計画中間見直し(2020年度〜2024年度) 」
40

(２)②世田谷区一般廃棄物処理基本計画



出典：「世田谷区一般廃棄物処理基本計画(2015年度〜2024年度)」 41

(２)②世田谷区一般廃棄物処理基本計画



(２)③主な資源・ごみの分別区分・収集方法 ※R５年１２月現在

【資源拠点回収場所】
・スーパーマーケットや小売店での自主的な回収 ７７ヶ所以上
・公共施設 ６５ヶ所（本庁舎、各総合支所、各まちづくり

センター、一部の地区会館、一部の児童
館 など）

・普及啓発施設 ２ヶ所（エコプラザ用賀、リサイクル千歳台）

【主な資源処理施設】
・古紙 ⺠間処理施設４ヶ所
・びん 世田谷区資源循環センター「リセタ」
・缶 ⺠間処理施設２ヶ所
・ペットボトル ⺠間処理施設１ヶ所

【集積所数】
区内約８８,０００箇所（Ｒ４年度）
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918,568人
(R5年10月１日時点の人口)

(２)④区⺠１⼈１日あたりのごみ排出量の推移

518g
(R4年度実績)

出典：「世田谷区清掃・リサイクル
事業概要2023」
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(２)⑤家庭・事業系ごみ組成分析調査及び計量調査
【調査目的】
①家庭から排出されるごみの組成と分別状況の把握
②１人１日あたりの可燃ごみ・不燃ごみの量の把握
③事業所から区収集に排出されるごみの組成と分別状況の把握
④事業系有料ごみ処理券の貼付状況の把握
以上を把握し、廃棄物施策検討の基礎資料を得るため

【調査対象】
区内の８地区から、住居形態（一⼾建て、アパート等混在、マンション）
ごとに集積所を抽出

【調査対象世帯数】
１,０８２世帯（R５実績）

出典：「令和５年度世田谷区家庭・事業系ごみ
組成分析調査及び計量調査報告」 44



家庭ごみ組成分析調査結果（過去の推移）
・資源の割合は、ほぼ変化なし（H24：22.6% → R5：22.3%）
・プラスチックの割合は、増加（H24：12.8% → R5：18.2%）
・生ごみの割合は、減少（H24：37.3% → R5：26.9%）

出典：「令和５年度世田谷区家庭・事業系ごみ
組成分析調査及び計量調査報告」
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家庭の可燃ごみ及び不燃ごみ中の資源の割合の推移

▲：可燃ごみ
■：不燃ごみ

出典：「令和５年度世田谷区家庭・事業系ごみ
組成分析調査及び計量調査報告」 46



R5家庭ごみ組成分析調査結果

【可燃ごみ】
（内訳）
・可燃系資源 ２２．１％（新聞・包装紙など）

・不燃系資源 ０．２％（缶類・びん類）

・可燃物 ７５．７％
・不燃物 ０．６％
・排出禁止物 ０．３％
・外袋 １．０％

本来は「資源」
分別の徹底を行えば… ごみ減量の

可能性

出典：「令和５年度世田谷区家庭・事業系ごみ
組成分析調査及び計量調査報告」
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【可燃ごみに含まれる生ごみの内訳】

「直接廃棄（利用されずにそのまま捨てられた食品）」「食べ残し」
「調理くず（水切り後）」を減らすことが必要

R5家庭ごみ組成分析調査結果

出典：「令和５年度世田谷区家庭・事業系ごみ
組成分析調査及び計量調査報告」 48



【不燃ごみ】
（内訳）
・可燃系資源 ０．６％（新聞・包装紙など）

・不燃系資源 ５．４％（缶類・びん類）

・可燃物 １０．７％
・不燃物 ８１．８％
・排出禁止物 ０．７％
・外袋 ０．７％

分別の徹底や再利用
を行えば… ごみ減量の

可能性

R5家庭ごみ組成分析調査結果

出典：「令和５年度
世田谷区家庭・事業
系ごみ組成分析調査
及び計量調査報告」
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(３)①資源回収量の推移

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要2023」
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(３)②集団回収、不燃ごみ・粗大ごみ資源化、リユースの取組み

地域での集団回収や古着・古布回収
町会・自治会等による集団回収
リサイクル活動団体による古着・古布回収

不燃ごみ中継所での選別・資源化
蛍光灯、使用済み小型電子機器、金属など

粗大ごみ中継所での選別・資源化
金属、羽毛布団 など

エコプラザ用賀リユースコーナー
粗大ごみや家庭からでた不用物品を
有償または無償で随時提供
R4年度実績（喜多見での実証実験の結果）
搬入32,037点のうち31,751点をリユース
売却額16,105,050円

など
リユース品の一例

エコプラザ用賀
のぼりが目印です

粗大ごみ中継所
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(４)①普及啓発と発生抑制の取組み

区のお知らせ・区ホームページ による周知…
イベント情報、特集記事の掲載
ホームページ くらし・手続き＞ごみ・リサイクル のページで随時周知

資源とごみの収集カレンダーの作成・配付…
毎年11月頃に全⼾配布。イラストでわかりやすく分別を案内

分別アプリ「さんあ〜る」…
アプリ内通知で収集日をお知らせ、ごみの分別チャットボット

区公式LINEによる分別案内
児童向け啓発冊子「できることからごみへらし！」の作成・配付

清掃事務所による分別指導…
本来と違った分別で排出されているごみへの警告シールの貼付や、適正に分別
されていない集積所等に対する「ふれあい指導」を実施。R4年度実績 34,325件

など

さんあ〜る

資源とごみの収集
カレンダー

分別徹底に向けた各種周知

区公式LINE

ふれあい指導の様子
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環境学習の実施… 清掃事務所職員が保育園や学校等で実施。家庭での行動変容の
きっかけづくりとして実施。 R4年度実績 65回、参加人数4,158人

世田谷区２Ｒ推進会議…
１５以上の事業者や大学、世田谷区清掃・リサイクル部事業課から構成
されており、「子どもエコマーケットでお買い物体験！」等のイベント
を主催するなど、ごみ削減の取組みを実施

など

普及啓発施設（エコプラザ用賀・リサイクル千歳台）での取り組み…
ごみの減量に関する各種展示や講座の実施、資源の拠点回収、
リユースコーナーの運営

生ごみの減量講座…
通気式生ごみ保管排出容器「生ごみカラット」を活用し、排出抑制を
促す減量講座や生ごみたい肥を活用した野菜作り講習会を実施

プラスチックの展示

ふくのわプロ
ジェクトの回収箱

環境学習

ごみの減量に向けた普及啓発
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(４)①普及啓発と発生抑制の取組み



フードドライブの実施…
区内施設や一部のコンビニ、イベント等で回収 R4実績 11,129kg

啓発冊子の配布…「⾷品ロスを減らそう！〜⾷品をムダに
しないための行動例〜」（前回審議会にて配布）

世田谷区食品ロス削減推進計画の策定…
国の⾷品ロス法の施行を受け、R4年7月策定

せたがやエコフレンドリーショップの登録促進…
⾷品ロス削減やプラスチックごみ削減に積極的に取り組む
店舗を登録・支援 R5.12月現在登録店舗 85店

食品ロス削減推進デジタルポスター
コンクールの開催…
⾷品ロスについて学び、⾷べ物の大切さや未来の地球環境を守ること等への
理解と関心を深めることを目的として開催（区立船橋小・５年生）

など

区⾷品ロス計画 啓発冊子

のぼりが目印です

実際にごみとして出された
未使用・未開封の⾷品

このロゴが目印です
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(４)②⾷品ロス削減の取組み



(５)①区⺠意識調査の分析

出典：「世田谷区環境に関する区⺠意識・実態調査（概要版）」

意識・行動を
変える必要がある！

時々行っている〜行うつもりがない

の割合が大きい項目あり
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(６)今後の課題

・もっと多くの人に環境や資源、ごみ問題に対する興味関心、危機感を持ってもらいたい！
・ごみ組成分析調査で見えたごみ減量の可能性。もっと分別を徹底してもらいたい！
・⾷品ロスは社会問題となっている。効果的な対策として区は何ができる？
・不燃ごみ・粗大ごみの資源化をもっと進めたい。 区⺠にリユース品をもっと
活用してもらいたい！

・新たな資源品目の分別回収への対応は？
・これからの労働力不足にどうやって対応しよう？ 事業経費もなるべく抑えたい！

などなど・・・

関心の薄い層への効果的な働きかけが大切！！
従来の手法にとらわれず、課題解決に向け区⺠・事業者一人ひとりの行動変容を促したい！
そのための施策について本審議会でご議論いただきたい

区が抱える課題

⇒取り組みの⽅向性
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世田谷区清掃・リサイクル部のキャラクターを紹介します！

ごみ袋型宇宙人の「ヘラソ」清掃車がモチーフの
「ごみなしくん」

〜〜休憩（５分）〜〜
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第２回 清掃・リサイクル行政が
抱える現状と課題について

３ 質疑応答＆意見交換
（例）
・日常生活の中で個⼈で行っている取組みの紹介や

所属する団体で行っている取組みの紹介
・清掃・リサイクルに関して、課題だと感じること
・排出する量が多いなと感じているごみの種類（生ごみ、紙ごみ、プラスチック・・・）
・これまでの説明や区の取組みで、もう少し掘り下げて聞きたいこと
・ごみやリサイクルについて（将来像や自分でやってみたいこと）

をお話しください。（１⼈３分程度）
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次回予定
デジタル技術等を活⽤した
新たなごみ減量施策について

〜行政の視点から〜

・区⺠や事業者に情報を届けるための効果的な啓発方法は？

・どうしたらもっとごみ減量に関心をもってもらえるか？

・住⺠にごみ減量につながる行動を起こしてもらうには？

？
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